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※対象の設定がないものはどなたでも。費用の記載がないものは無料です。 日＝日時　場＝会場
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マークはヤマトン健康ポイント対象事業です。詳しくは健康づくり推進課☎（260）5803へ。

「障害者控除対象者認定書」を交付
☎（260）5611　高齢福祉課
市は、障害者手帳、療育手帳の交付を受
けていない65歳以上の人のうち、介護
保険の要介護認定調査票などにより一
定の基準を満たしていると認定された人
に、所得の申告において所得控除の適用
を受けるための「障害者控除対象者認定
書」を交付しています。交付を受けるに
は申請書の提出が必要です。申請書は、
保健福祉センター高齢福祉課で配布する
ほか、市のホームページからダウンロー
ドもできます。要介護認定を受けていな
い人は、所定の診断書の提出も必要です。
詳しくはお問い合わせください。

障がい児（者）に関する各種手当
を支給
☎（260）5665　障がい福祉課
いずれも障害者手帳を取得していない人
や外国籍の人も対象になる場合がありま
す。また、所得制限があります。詳しく
はお問い合わせください／特別児童扶養
手当▶ 対中～重度の身体、精神または
知的障がいがある20歳未満の人を家庭
で養育している父母または養育者／障害
児福祉手当・特別障害者手当▶ 対日常
生活で常時特別の介護を必要とする在宅
の重度の障がい児（者）。
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書き損じはがきなどの寄附に
ご協力ください
☎（260）5633　大和市社会福祉協議会
市社会福祉協議会では、書き損じや未使
用はがき・切手の寄附を募っています。
お寄せいただいたはがきなどはこれまで
8万枚を超え、ボランティア活動の振興
など、地域福祉活動の財源になります。
市役所や保健福祉センターの1階ロビー、
シリウス6階、各コミセンなどに寄附ボ
ックスを設置していますので、ご協力を
お願いします。※はがきの住所、氏名な
どは塗りつぶしてください。※市の所管
は健康福祉総務課。

街頭防犯カメラの設置を進めて
います
☎（260）5048　生活あんしん課
市は、犯罪発生の抑止と市民の体感治安
の向上のため、街頭防犯カメラの設置を
進めています。今年度は大和駅周辺や中
学校の通学路、防犯上特に必要な場所
に45か所増設。県内自治体で最も多い、
計299か所の設置となります。撮影した
映像は、個人のプライバシーに配慮し、
適切に管理運用していきます。

福寿カードで入浴サービス
☎（260）5611　高齢福祉課
65歳以上の市内在住者を対象に、万一

のときに本人確認の手助けとなるよう、
緊急連絡先やかかりつけ医などが記載で
きる「福寿カード」を発行しています。同
カードを対象入浴施設で指定日に提示す
ると、無料で入浴できます／対象施設／
指定日▶柳橋ふれあいプラザ／毎月1・8・
18・28日、市内公衆浴場（大和湯、つるま
湯、菊の湯）／毎月6・16・26日申健康保
険証や免許証などの本人確認書類を持参
し、直接、保健福祉センター高齢福祉課
または各分室・連絡所へ。カードに顔写
真を貼りたい人は、証明写真（縦3.0セ ン チメートル

×横2.4セ ン チメートル）を1枚持参。※同カードは
身分証明書としては使用できません。

缶詰の蓋など小さな金属片は
燃やせないごみへ
☎（269）7343　収集業務課
缶詰の蓋などの小さな金属片は、「燃や
せないごみ」として出してください。B
資源として出した場合、選別機械内に詰
まって故障の原因になったり、作業員が
手選別する際に、手を切ってけがをした
りすることがあります。蓋が缶詰にくっ
付いた状態や蓋が外に飛び出さないよう
に缶詰の中に押し込まれた状態であれ
ば、B資源として出すことができます。

粗大ごみ証紙の取扱店が増えました
☎（269）1511　収集業務課
次の店舗を新たに「大和市粗大ごみ証紙
取扱店」として指定しました／セブン-イ
レブン大和駅西店▶中央2-4-2、☎（263）
1778。※粗大ごみの収集は有料です。
事前に電話で申し込みのうえ、粗大ごみ
に大和市粗大ごみ証紙を貼り付けてくだ
さい。

古民家でひな祭り～三館合同企画展
☎（278）3633　つる舞の里歴史資料館

古民家を復元・再現した郷土民家園、下鶴間ふるさと館、つる舞の里歴史資料館
では、3館合同で企画展示を実施します。期間中はスタンプラリーも実施し、記
念品をプレゼントします。いずれも 日 2/8（土）～3/8（日）（休館（園）日が祝日の場
合は翌平日が休館（園））申不要／郷土民家園企画展「大和のひな祭り」▶市域のひ
な祭りの紹介 日 9：00～16：30（月曜日休園）問同園☎（260）5790／下鶴間ふる
さと館企画展「ふるさと館でひな祭り」▶ひな人形（七段飾り）、つるしびなの展示
日 10：00～16：00（月・火曜日休館）問同館☎ (272)6556／つる舞の里歴史資料
館企画展「桃の節句～くらしを彩る季節の行事」▶桃の節句など暮らしの中で行
われている季節の行事の紹介、ひな人形（七段飾り）、つるしびな、ちりめん細工
の人形の展示 日 9：00～17：00（入館は16：30まで、月曜日・2/12（水）休館）問同館
☎（278）3633。

今月の納税

①国民健康保険税  9期
問市役所収納課 ☎（260）5241～3。

②介護保険料  9期
問市役所介護保険課 ☎（260）5169。

③後期高齢者医療保険料 8期
問市役所保険年金課 ☎（260）5122。

●納税・相談の休日窓口
日土曜日8：30～17：00、日曜日8：30
～12：30 問 市役所収納課☎（260）
5241～3。※②③は納付のみ受け付
け。※2/6（木）・7（金）、3/5（木）は19：
30まで電話納税相談を受け付け。

2月の納税（納付）
納期限は3/2（月）1㌽




